
 

予 算 要 求 資 料 

令和３年度当初予算   支出科目 款：労働費 項：労政費 目：雇用促進費    

事業名 地域若者サポートステーション事業費（国補） 

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）  

      商工労働部 産業人材課 人材確保係 電話番号：058-272-1111（内 3293） 

                   E-mail ：c11369@pref.gifu.lg.jp 

 

１ 事業費       11,744 千円（前年度予算額： 11,744 千円） 

＜財源内訳＞  

区 分 事業費 

財    源    内    訳 

国 庫 

支出金 

分担金 

負担金 

使用料 

手数料 

財 産 

収 入 
寄附金 その他 県 債 

一 般 

財 源 

前年度 11,744 8,808 0 0 0 0 0 0 2,936 

要求額 11,744 3,806 0 0 0 0 0 0 7,938 

決定額          

 

２ 要求内容 

（１）要求の趣旨（現状と課題） 

15 歳～50 歳未満のニート状態の若年者とその保護者、高校中退者、進路

に悩む学生あるいは、中退を考えている方などの進路・職業的自立をサポー

トするワンストップセンターの役割を持っている。 

 

（２）事業内容 

岐阜県若者サポートステーション事業 

    平成 18 年度から厚労省の委託事業として、地域における若年無業者等 

の職業的自立に向けた支援を行うため、「地域における若者自立支援ネッ 

トワーク整備事業」を実施し、その拠点である「地域若者サポートステー 

ション」を全国に整備している。 

   岐阜県においては、平成 20 年 5 月に設置しており、厚労省が相談員(キ 

ャリアカウンセラー)の人件費・一般管理費などの基盤事業を負担し、一 

方、県は、臨床心理士によるメンタルカウンセリグや職業意識啓発事業の 

経費を負担している。 

 対象年齢の拡大に加え、福祉機関等へのアウトリーチ機能の強化により、 

特別な支援が必要な利用者の増加が見込まれる。 



 

 

Ａ メンタル・カウンセリング 

・臨床心理士 2 名を配置し、精神的・心理的に課題を抱える者に対し、 

メンタルカウンセリング（週２日）の実施。 

Ｂ 職業意識啓発事業 

・就労スキルアップセミナーなどの職業意識啓発事業の実施。 

     ・保護者向けの勉強会の実施 

       ・県内各地における巡回相談会の実施 など 

 

（３）県負担・補助率の考え方 

県負担分は予め国と事業の棲み分けにおいて決定されている。 

 

（４）類似事業の有無 

  無 

 

３ 事業費の積算内訳 

事業内容 金額 事業内容の詳細 

旅費 12 業務旅費 

需用費 16 消耗品費 

役務費 6 通信運搬費 

委託料 11,710 スタッフ人件費、セミナー開催経費、拠点運営費 

合計 11,744  

 

 決定額の考え方  

 

 

 

 

４ 参考事項 

（１）国・他県の状況 

全国で 177 カ所設置されている。 

 

（２）後年度の財政負担 

本年度と同様。 

 

（３）事業主体及びその妥当性 

事業開始時より専門知識や経験を有する外部機関に委託している。 

 

 



 

 

事 業 評 価 調 書（県単独補助金除く） 
□  新 規 要 求 事 業  

■  継 続 要 求 事 業 

 

１ 事業の目標と成果 

（事業目標） 

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 

 就職を希望するものの、心理的・精神的な問題を抱え、自らの意志で就職

活動に踏み出すことができないいわゆるニート状態にある若年無業者の職業

的自立を支援するため、国の取組みと連携して、臨床心理士によるカウンセ

リング及び各種セミナー・サークルや就業体験などを実施する。 

（目標の達成度を示す指標と実績） 

指標名 
事業 

開始前 

指標の推移 現在値 

(前 々 年 度 末 時 点 )  
目 標 達成率 

登録者の進

路 決 定 率

（累計） 

－ 50.9% 

（H28） 

51.1% 

（H29） 

50.4% 

（H30） 

51.4% 

(R1) 

52.0% 

（R3） 

99％ 

 

 

○指標を設定することができない場合の理由 

（前年度の取組） 

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 

（１）メンタルカウンセリング等の実施 相談件数 58 件 

（２）職業意識啓発事業の実施 

  職業意識醸成セミナー    7 回実施・参加者数： 71 名 

  社会人基礎力向上セミナー 82 回実施・参加者数：544 名 

  社会参加活動       93 回実施・参加者数：449 名 

  就職支援活動セミナー   174 回実施・参加者数：574 名 

（前年度の成果） 

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 

 若年無業者等を対象にカウンセリングのほか、サークル・セミナーを実施

した。 

 

 

 

 



 

 

２ 事業の評価と課題 

（事業の評価） 

・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） 

 ○：必要性が高い  △：必要性が低い 

(評価) 

○ 

 

ニート状態の若年者数がここ数年高止まりしていることや、就職

氷河期世代への支援が必要とされていることから、事業の必要性

が高い。 

・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） 

 ○：概ね期待どおりまたはそれ以上の成果が得られている 

 △：まだ期待どおりの成果が得られていない 

（評価） 

○ 

県が実施するメンタルカウンセリングや各種セミナー等により、

働くことについてさまざまな悩みを抱えている若者が就労に向か

えるようサポートしている。 

開所以来の登録者は累計 3,205 人で、うち 1,646 人（51.4％）が、

就職等進路決定に至っている。 

・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） 

 ○：効率化は図られている  △：向上の余地がある  

(評価) 

○ 

サークル・セミナーは民間の会議室ではなく、公共施設を利用し

たことにより、経費の節減を図っている。 

（今後の課題） 

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 

直ちに一般就労を目指すことが困難な若年無業者等が多いことから、ボラ

ンティア活動、就労体験など中間的就労の確保が継続して必要である。 

（次年度の方向性） 

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今

後どのように取り組むのか 

ニートと呼ばれる若年無業者が増加し、全国におけるニート状態の若者は、

ここ数年高止まりが続いている。また、就職氷河期世代への支援も必要とさ

れている。 

この状況を放置すれば、所得格差の拡大、少子化の加速による将来の財政

負担増が懸念されることから、ニート対策を継続していく。 

（他事業と組み合わせて実施する場合の事業効果） 

組み合わせ予定のイベント又

は事業名及び所管課 

無し 

組み合わせて実施する理由や

期待する効果 など 

無し 

 


